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３. ※については，コード番号 S7301 により考慮されるため，別途計上する必要はない。

４. ※については，コード番号 S7302 により考慮されるため，別途計上する必要はない。
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（10） 矢印，文字の 15cm 換算施工延長及び仮区画線の設置にあたっての留意事項については，土木工事標準積算

　　基準〔Ⅲ〕による。

（11） 豪雪地域の補正については，「建設機械等損料算定表」によるものとするが，補正の適用については，機械

　　稼働地区により判定する。
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⑤ コンクリートブロック積工 

１． 適 用 範 囲 

１－１ 標準単価が適用出来る範囲 

(１) 勾配が１割未満（１：1.0 未満）の法面に施工するブロック積みで，JIS タイプ（JIS で規定する形状寸

法）の積ブロック（間知・ブロック質量 150kg ／個未満）を使用する場合に適用する。 

１－２ 標準単価が適用出来ない範囲 

(１) 土木工事標準積算基準書等により別途積算するもの 

１) 積ブロック（間知・ブロック質量 150kg ／個以上）を使用する場合。 

２) 作業半径が 8.5m を超える場合又は吊上げ高さが 5.8m を超える場合。 

３） 勾配が１割以上（１：１．０以上）の法面に施工する場合。 

４） JIS 以外の積ブロックを使用する場合。 

(２) 特別調査等別途考慮するもの 

１) 離島及び山間僻地等で，明らかに単価が異なると判断される地域の場合。 

２) その他，規格・仕様等が適合せず，標準単価が適用出来ない場合。 

 

２． 標準単価の設定 

２－１ 標準単価の構成と範囲 

標準単価で対応しているのは，機・労・材の○印及びフロー図の実線部分である。 

 

 

工 種 
標準単価 

機 労 材 

ブロック積工 

（練積） 
○ ○ × 

 

 

 

 

 

工 種 
標準単価 

機 労 材 

ブロック積工 

（空積） 
○ ○ × 

 

 

 

（注）１．材料ロス及び現場内小運搬を含む。 

２．ブロック積工には，調整コンクリートも含む。 

３．練積の場合は,胴込・裏込コンクリートの打設手間を含むが，材料費は含まない。空積の場合は,胴

込砕石工の手間を含むが,材料費は含まない。なお，材料費については，施工単価入力基準表

（WB825010）で考慮されているため別途計上する必要はない。 

４．特殊養生，雪寒仮囲いのための機械経費，労務費及び材料費は含まない。 

なお，必要な場合は別途考慮する。 
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２－２ 標準単価の規格・仕様 

ブロック積工の規格・仕様，日当たり標準施工量は，下表のとおりである。 

 

表２．１ 規格・仕様区分 

 

（注）１．上表の日当り標準施工量には，コンクリートブロック積工，裏込砕石工，胴込・裏込コンクリート 

工（空積の場合は胴込砕石工）までの一連作業を含む。 

２．胴込・裏込コンクリート工を施工しない場合も上表による。 

 

区 分 規 格・仕 様 単位 
日当り 

標準施工量 

ブロック積工 
JISタイプの積ブロック(間知・ブロック質量150㎏/個未満), 

調整コンクリート等 
㎡ １０ 

Ⅵ-1-⑤-2 

２－２ 標準単価の規格・仕様 

ブロック積工の規格・仕様，日当たり標準施工量は，下表のとおりである。 

 

表２．１ 規格・仕様区分 

 

（注）１．上表の日当り標準施工量には，コンクリートブロック積工，裏込砕石工，胴込・裏込コンクリート 

工（空積の場合は胴込砕石工）までの一連作業を含む。 

２．胴込・裏込コンクリート工を施工しない場合も上表による。 

 

区 分 規 格・仕 様 単位 
日当り 

標準施工量 

ブロック積工 
JISタイプの積ブロック(間知・ブロック質量150㎏/個未満), 

調整コンクリート等 
㎡ １０ 

コード番号 Ｓ 7 1 1 0
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２－３ 補正係数 

(１) 補正係数の適用基準 

 

表２．２ 補正係数の適用基準 

規 格 ・ 仕 様 適 用 基 準 記号 備考 
補 

正 

係 

数 

裏込コンクリート 

を施工しない場合 
対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 Ｋ1 対象数量 

空 積 の 場 合 対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 Ｋ2 対象数量 

 

(２) 補正係数の数値 

 

表２．３ 補正係数の数値 

区 分 記号 ブロック積工 
補 

正 

係 

数 

裏込コンクリート 

を施工しない場合 
Ｋ1 0.92 

空積の場合 Ｋ2 0.87 

 

２－４ 直接工事費の算出 

練積の場合の直接工事費＝（設計単価（注１）×設計数量）＋ブロック材料費（注 2）+胴込・裏込めコンクリ

ート材料費（注 3） 

空積の場合の直接工事費＝(設計単価(注 1)×設計数量)+ブロック材料費(注 2）+胴込砕石材料費(注 4)  

 

(注１) 設計単価＝標準単価×（Ｋ1 or Ｋ2） 

(注２) ブロック材料費＝ブロック単価［円／個］×㎡当り使用量［個／㎡］×設計数量［㎡］ 

(注３)練積の場合は, コンクリート材料費を計上する。材料費の計上は次式による。 

材料費＝コンクリート（胴込・裏込）材料単価×設計数量×１.12（ロス分） 

(注４) 空積の場合は、胴込砕石材料費を計上する。材料費の計上は次式による。 

材料費＝砕石（胴込）材料単価×設計数量×1.12（ロス分） 

 

３． 適用にあたっての留意事項 

標準単価の適用にあたっては，以下の点に留意すること。 

(１) 布積，谷積を問わず適用出来る。 

(２) 設計面積は，ブロック積本体の面積と調整コンクリートの面積を合計した面積とすること。 

  (３) ブロック積工は，目地，水抜パイプ等の施工（材料費含む）の有無に関わらず適用出来る。 

(４) 遮水・止水シート及び吸出し防止材を全面に施工する場合は「第Ⅱ編第２章③コンクリートブロック積（張）

工」により別途計上する。 

(５) 小口止コンクリートは，「第Ⅱ編第４章コンクリート工」により別途計上する。 

(６) 基礎・天端コンクリートを施工する場合は「第Ⅱ編第２章③コンクリートブロック積（張）工の現場打基礎

コンクリート工及び天端コンクリート工」により別途計上する。 

(７) 基礎・裏込砕石を施工する場合，基礎砕石は「第Ⅱ編第２章②基礎・裏込砕石工」，裏込砕石は「第Ⅱ編第

２章③コンクリートブロック積（張）工」により別途計上する。 



②  880②  880 Ⅵ−1−⑤−4

Ⅵ-1-⑤-5 

５． 参考資料 参考図（コンクリートブロック積工（調整コンクリート・小口止）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブロック積本体 

調整コンクリート 

小口止（設計面積に含めない） 

設計面積 

天端コンクリート 

（設計面積に含めない） 

天端コンクリート 

（設計面積に含めない） 

調整コンクリート 

胴込コンクリート 

裏込コンクリート 

裏込材 

設計面積 

小口止 

（設計面積に含めない） 

４．参考資料



②  881②  881 Ⅵ−1−⑥−1



②  882②  882 Ⅵ−1−⑥−2

コード番号
Ｓ 7 1 4 0（U 型）
Ｓ 7 1 4 1（自由勾配）
Ｓ 7 1 4 2（蓋版）



②  883②  883 Ⅵ−1−⑥−3



②  884②  884 Ⅵ−1−⑥−4



Ⅵ−2−①−②  885 ②  885

①　鉄 筋 工･･････････････････････  Ⅵ- 2 - ① -  1
① - 1　鉄筋工（太径鉄筋含む） ･････ Ⅵ- 2 - ① -  1

1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ① -  1
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ① -  2
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ① -  5

① - 2　鉄筋工（ガス圧接工） ･･･････ Ⅵ- 2 - ① -  8
1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ① -  8
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ① -  8
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ① -  9

②　インターロッキングブロック工･･･ Ⅵ- 2 - ② -  1
1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ② -  1
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ② -  1
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ② -  3
4 　参考資料（代表的な標準品の形状図例）
 　････････････････････････････ Ⅵ- 2 - ② -  5

③　防護柵設置工･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ③ -  1
③ - 1　防護柵設置工（ガードレール） 
　　　 ･･･････････････････････････ Ⅵ- 2 - ③ -  1

1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ③ -  1
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ③ -  1
3 　適用にあたっての留意事項････ Ⅵ- 2 - ③ -  7

③ - 2　防護柵設置工（ガードパイプ）
　　　 ･･･････････････････････････ Ⅵ- 2 - ③ -  8

1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ③ -  8
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ③ -  8
3 　適用にあたっての留意事項･･･ Ⅵ- 2 - ③ -12

③ - 3　防護柵設置工（横断・転落防止柵）
　　　 ･･･････････････････････････ Ⅵ- 2 - ③ -13

1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ③ -13

2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ③ -13
3 　適用にあたっての留意事項･･･ Ⅵ- 2 - ③ -17
4 　参考資料･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ③ -18

③ - 4　防護柵設置工（落石防護柵）････ Ⅵ- 2 - ③ -19
1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ③ -19
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ③ -19
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ③ -22

③ - 5　防護柵設置工（落石防止網）
　　　 ･･･････････････････････････ Ⅵ- 2 - ③ -25

1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ③ -25
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ③ -25
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ③ -28

④　法面工･････････････････････････ Ⅵ- 2 - ④ -  1
④ - 1　法 面 工･･････････････････ Ⅵ- 2 - ④ -  1

1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ④ -  1
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ④ -  2
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ④ -  7
4 　参考資料･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ④ -  9

④ - 2　吹付枠工･･････････････････ Ⅵ- 2 - ④ -11
1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ④ -11
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ④ -11
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ④ -13

⑤　道路植栽工･････････････････････ Ⅵ- 2 - ⑤ -  1
1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑤ -  1
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ⑤ -  1
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ⑤ -10

⑥　橋梁付属物工･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑥ -  1
⑥ - 1　橋梁用伸縮継手装置設置工
　　　 ･･･････････････････････････ Ⅵ- 2 - ⑥ -  1

市
場
単
価

第 2 章　　市 場 単 価



Ⅵ−2−①− ②  886②  886

1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑥ -  1
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ⑥ -  2
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ⑥ -  4

⑥ - 2　橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工
　　　 ･･･････････････････････････ Ⅵ- 2 - ⑥ -11

1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑥ -11
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ⑥ -11
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ⑥ -15

⑦　薄層カラー舗装工･･･････････････ Ⅵ- 2 - ⑦ -  1
1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑦ -  1
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ⑦ -  1
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ⑦ -  3

⑧　道路標識設置工･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑧ -  1
1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑧ -  1
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ⑧ -  1
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ⑧ -  7
4 　参考資料･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑧ -  8

⑨　道路付属物設置工･･･････････････ Ⅵ- 2 - ⑨ -  1
1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑨ -  1
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ⑨ -  2
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ⑨ -  8

⑩　公園植栽工･････････････････････ Ⅵ- 2 - ⑩ -  1
1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑩ -  1
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ⑩ -  1
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ⑩ -  3

⑪　軟弱地盤処理工･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑪ -  1
1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑪ -  1
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ⑪ -  1
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ⑪ -  3
4 　参考資料･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑪ -  4

⑫　橋面防水工･････････････････････ Ⅵ- 2 - ⑫ -  1
1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑫ -  1
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ⑫ -  1
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ⑫ -  3

⑬　グルービング工･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑬ -  1
1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑬ -  1
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ⑬ -  1
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ⑬ -  2

⑭　鉄筋挿入工（ロックボルト工）････ Ⅵ- 2 - ⑭ -  1
1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑭ -  1
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ⑭ -  1
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ⑭ -  5

⑮　コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）
　　･･･････････････････････････････ Ⅵ- 2 - ⑮ -  1

1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑮ -  1
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ⑮ -  1
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ⑮ -  2



②  887②  887 Ⅵ−2−①−1



②  888②  888 Ⅵ−2−①−2

４．※については，コード番号S7000により考慮されるため，(注)１．で「単価は材料費を含まない」と

しているが，別途計上する必要はない。

２－２　市場単価の規格・仕様

コード番号 Ｓ 7 0 0 0



②  889②  889 Ⅵ−2−①−3



②  890②  890 Ⅵ−2−①−4



②  891②  891 Ⅵ−2−①−5



②  892②  892 Ⅵ−2−①−6



②  893②  893 Ⅵ−2−①−7



②  894②  894 Ⅵ−2−①−8

コード番号 Ｓ 7 0 9 0



②  895②  895 Ⅵ−2−①−9



②  896②  896 Ⅵ−2−②−1



②  897②  897 Ⅵ−2−②−2

コード番号 Ｓ 7 0 0 2（設置）
Ｓ 7 0 0 3（撤去）



②  898②  898 Ⅵ−2−②−3



②  899②  899 Ⅵ−2−②−4



②  900②  900 Ⅵ−2−②−5



②  901②  901 Ⅵ−2−②−6



②  902②  902 Ⅵ−2−②−7



②  903②  903 Ⅵ−2−③−1



②  904②  904 Ⅵ−2−③−2

×

コード番号 Ｓ 7 0 1 1



②  905②  905 Ⅵ−2−③−3

コード番号 Ｓ 7 0 1 1

コード番号 Ｓ 7 0 1 2



②  906②  906 Ⅵ−2−③−4

コード番号 Ｓ 7 0 1 3

コード番号 Ｓ 7 0 1 7



②  907②  907 Ⅵ−2−③−5

コード番号 Ｓ 7 0 1 7

コード番号 Ｓ 7 0 1 4

コード番号 Ｓ 7 0 1 8



②  908②  908 Ⅵ−2−③−6



②  909②  909 Ⅵ−2−③−7

(８)　防護柵の設置については，袖ビーム，支柱，ブラケット，ボルトの材料費・設置手間（機・労）を含む。

　　なお，設計数量には，袖ビームを含む。



②  910②  910 Ⅵ−2−③−8



②  911②  911 Ⅵ−2−③−9

コード番号 Ｓ 7 1 8 0

コード番号 Ｓ 7 1 8 0

コード番号 Ｓ 7 1 8 1



②  912②  912 Ⅵ−2−③−10

コード番号 Ｓ 7 1 8 2

コード番号 Ｓ 7 1 8 3



②  913②  913 Ⅵ−2−③−11



②  914②  914 Ⅵ−2−③−12



②  915②  915 Ⅵ−2−③−13



② 916② 916 Ⅵ－2－③－14



②  917②  917 Ⅵ−2−③−15

コード番号 Ｓ 7 1 5 0

コード番号 Ｓ 7 1 5 3

コード番号 Ｓ 7 1 5 0

コード番号 Ｓ 7 1 5 1

コード番号 Ｓ 7 1 5 1



②  918②  918 Ⅵ−2−③−16



②  919②  919 Ⅵ−2−③−17



②  920②  920 Ⅵ−2−③−18

４. 参考資料



②  921②  921 Ⅵ−2−③−19



②  922②  922 Ⅵ−2−③−20

コード番号 Ｓ 7 1 6 8

コード番号 Ｓ 7 1 6 8

コード番号 Ｓ 7 1 6 5

コード番号 Ｓ 7 1 6 6

コード番号 Ｓ 7 1 6 7



②  923②  923 Ⅵ−2−③−21



②  924②  924 Ⅵ−2−③−22



②  925②  925 Ⅵ−2−③−23



②  926②  926 Ⅵ−2−③−24



②  927②  927 Ⅵ−2−③−25



②  928②  928 Ⅵ−2−③−26

コード番号 Ｓ 7 1 7 0

コード番号 Ｓ 7 1 7 1

コード番号 Ｓ 7 1 7 2



②  929②  929 Ⅵ−2−③−27



②  930②  930 Ⅵ−2−③−28



②  931②  931 Ⅵ−2−③−29



②  932②  932 Ⅵ−2−④−1



②  933②  933 Ⅵ−2−④−2



②  934②  934 Ⅵ−2−④−3



②  935②  935 Ⅵ−2−④−4

コード番号 Ｓ 7 0 4 0

コード番号 Ｓ 7 0 4 0

コード番号 Ｓ 7 0 4 6

コード番号 Ｓ 7 0 4 1（植生基材）
Ｓ 7 0 4 2（客土・種子）

コード番号 Ｓ 7 0 4 4（マット・シート）
Ｓ 7 0 4 5（上記以外）



②  936②  936 Ⅵ−2−④−5



②  937②  937 Ⅵ−2−④−6



②  938②  938 Ⅵ−2−④−7



②  939②  939 Ⅵ−2−④−8

６)　耳芝工のみを施工する時は，土木工事標準積算基準〔Ⅲ〕による。



②  940②  940 Ⅵ−2−④−9



②  941②  941 Ⅵ−2−④−10



②  942②  942 Ⅵ−2−④−11



②  943②  943 Ⅵ−2−④−12

コード番号 Ｓ 7 1 1 1（吹付枠）
Ｓ 7 1 1 2（ラス張）



②  944②  944 Ⅵ−2−④−13



②  945②  945 Ⅵ−2−④−14



②  946②  946 Ⅵ−2−④−15



②  947②  947 Ⅵ−2−⑤−1



②  948②  948 Ⅵ−2−⑤−2

（注）地被類及び土壌改良材の材料費については別途計上すること。

×



②  949②  949 Ⅵ−2−⑤−3

コード番号 Ｓ 7 0 5 5（低）
Ｓ 7 0 5 6（中・高）

コード番号 Ｓ 7 0 5 7（下記以外）  
Ｓ 7 0 5 8（布掛・生垣形）

コード番号 Ｓ 7 0 5 7（下記以外）  
Ｓ 7 0 5 8（布掛・生垣形）



②  950②  950 Ⅵ−2−⑤−4

コード番号 Ｓ 7 0 6 4

コード番号 Ｓ 7 0 6 5（低・中）
Ｓ 7 0 6 6（寄植）

コード番号 Ｓ 7 0 5 4



②  951②  951 Ⅵ−2−⑤−5

コード番号
Ｓ 7 0 5 9（施肥（高・中・低））
Ｓ 7 0 6 0（施肥（寄植・芝）
Ｓ 7 0 6 3（除草・芝刈・灌水）

コード番号 Ｓ 7 0 6 1（高・中・低）
Ｓ 7 0 6 2（寄植・芝）

コード番号 Ｓ 7 0 6 7（高）
Ｓ 7 0 6 8（中・低）



②  952②  952 Ⅵ−2−⑤−6



②  953②  953 Ⅵ−2−⑤−7



②  954②  954 Ⅵ−2−⑤−8



②  955②  955 Ⅵ−2−⑤−9



②  956②  956 Ⅵ−2−⑤−10

＝（材料費（樹木，地被類，支柱，土壌改良材等）＋労務費＋機械経費）× 0.5％



②  957②  957 Ⅵ−2−⑤−11



②  958②  958 Ⅵ−2−⑤−12



②  959②  959 Ⅵ−2−⑤−13



②  960②  960 Ⅵ−2−⑥−1



②  961②  961 Ⅵ−2−⑥−2



②  962②  962 Ⅵ−2−⑥−3

コード番号 Ｓ 7 0 0 7



②  963②  963 Ⅵ−2−⑥−4

㉕殻運搬」



②  964②  964 Ⅵ−2−⑥−5



②  965②  965 Ⅵ−2−⑥−6



②  966②  966 Ⅵ−2−⑥−7



②  967②  967 Ⅵ−2−⑥−8



②  968②  968 Ⅵ−2−⑥−9



②  969②  969 Ⅵ−2−⑥−10



②  970②  970 Ⅵ−2−⑥−11



②  971②  971 Ⅵ−2−⑥−12



②  972②  972 Ⅵ−2−⑥−13



②  973②  973 Ⅵ−2−⑥−14

コード番号 Ｓ 7 0 7 0



②  974②  974 Ⅵ−2−⑥−15



②  975②  975 Ⅵ−2−⑥−16



②  976②  976 Ⅵ−2−⑦−1



②  977②  977 Ⅵ−2−⑦−2

コード番号
Ｓ 7 3 1 1（モルタル）
Ｓ 7 3 1 2（透水性）
Ｓ 7 3 1 3（すべり止め）



②  978②  978 Ⅵ−2−⑦−3



②  979②  979 Ⅵ−2−⑦−4



②  980②  980 Ⅵ−2−⑧−1



②  981②  981 Ⅵ−2−⑧−2

×



②  982②  982 Ⅵ−2−⑧−3

コード番号 Ｓ 7 0 3 1

コード番号 Ｓ 7 0 3 1



②  983②  983 Ⅵ−2−⑧−4

※S7032で加算額（アンカーボルトの材料価格），銘板（道路標識用）の材料費を計上できる。

※S7033で加算額（アンカーボルトの材料価格），銘板（道路標識用）の材料費を計上できる。

コード番号 Ｓ 7 0 3 2

コード番号 Ｓ 7 0 3 3

コード番号 Ｓ 7 0 2 4

コード番号 Ｓ 7 0 2 2

コード番号 Ｓ 7 0 2 1

コード番号 Ｓ 7 0 3 0

コード番号 Ｓ 7 0 2 3



②  984②  984 Ⅵ−2−⑧−5

コード番号 Ｓ 7 0 3 4

コード番号 Ｓ 7 0 2 9

コード番号 Ｓ 7 0 3 5（片持）
Ｓ 7 0 3 6（門型）

コード番号 Ｓ 7 0 2 8

コード番号 Ｓ 7 0 2 6（案内標識）
Ｓ 7 0 2 7（案内以外）



②  985②  985 Ⅵ−2−⑧−6



②  986②  986 Ⅵ−2−⑧−7



②  987②  987 Ⅵ−2−⑧−8

４



②  988②  988 Ⅵ−2−⑨−1



②  989②  989 Ⅵ−2−⑨−2

２．※については，コード番号S7081において加算することができる。



②  990②  990 Ⅵ−2−⑨−3

２．※については，コード番号S7081において加算することができる。



②  991②  991 Ⅵ−2−⑨−4

コード番号 Ｓ 7 0 8 0



②  992②  992 Ⅵ−2−⑨−5

コード番号 Ｓ 7 0 8 0

コード番号 Ｓ 7 0 8 1

コード番号 Ｓ 7 0 8 1

コード番号 Ｓ 7 0 8 1

コード番号 Ｓ 7 0 8 1



②  993②  993 Ⅵ−2−⑨−6

コード番号 Ｓ 7 0 8 0（視線誘導）
Ｓ 7 0 8 1（上記以外）



②  994②  994 Ⅵ−2−⑨−7



②  995②  995 Ⅵ−2−⑨−8



②  996②  996 Ⅵ−2−⑩−1

（注）樹木及び土壌改良材の材料費については別途計上すること。

（注）地被類及び土壌改良材の材料費については別途計上すること。



②  997②  997 Ⅵ−2−⑩−2

コード番号 Ｓ 7 1 3 3（低木）
Ｓ 7 1 3 4（中木）

コード番号 Ｓ 7 1 3 5（下記以外）
Ｓ 7 1 3 6（布掛・生垣形）

コード番号 Ｓ 7 1 3 2



②  998②  998 Ⅵ−2−⑩−3

（樹木，地被類，支柱，土壌改良材等）＋労務費＋機械経費）×0.5％



②  999②  999 Ⅵ−2−⑩−4



②  1000②  1000 Ⅵ−2−⑪−1



②  1001②  1001 Ⅵ−2−⑪−2

コード番号 Ｓ 7 1 2 0



②  1002②  1002 Ⅵ−2−⑪−3



②  1003②  1003 Ⅵ−2−⑪−4

４



②  1004②  1004 Ⅵ−2−⑫−1



②  1005②  1005 Ⅵ−2−⑫−2

コード番号 Ｓ 7 1 6 0



②  1006②  1006 Ⅵ−2−⑫−3



②  1007②  1007 Ⅵ−2−⑫−4



②  1008②  1008 Ⅵ−2−⑬−1

コード番号 Ｓ 7 2 0 5



②  1009②  1009 Ⅵ−2−⑬−2



②  1010②  1010 Ⅵ−2−⑭−1

３．



②  1011②  1011 Ⅵ−2−⑭−2

〇

〇 〇

コード番号 Ｓ 7 2 0 0



②  1012②  1012 Ⅵ−2−⑭−3

コード番号 Ｓ 7 2 0 1

コード番号 Ｓ 7 2 0 2



②  1013②  1013 Ⅵ−2−⑭−4



②  1014②  1014 Ⅵ−2−⑭−5



②  1015②  1015 Ⅵ−2−⑮−1

コード番号 Ｓ 7 2 1 0



②  1016②  1016 Ⅵ−2−⑮−2



Ⅵ−2−①− ②  1017②  1017

土木工事標準積算基準
〔Ⅱ〕
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Ⅵ−2−①− ②  1018②  1018
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